
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
受
領

答
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一

二

二

号

内
閣
衆
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一
七
〇
第
一
二
二
号

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

河

村

建

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
ニ
ー
ト
の
状
態
に
あ
る
子
ど
も
を
扶
養
す
る
世
帯
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
ニ
ー
ト
の
状
態
に
あ
る
子
ど
も
を
扶
養
す
る
世
帯
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
世
帯
数
及
び
平
均
収
入
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関

に
お
い
て
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十
八
号
）
等
に
基
づ
き
、
保
護
の
要

否
を
判
断
し
、
そ
の
結
果
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
保
護
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
状
況
に
よ
り
様
々
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

福
祉
事
務
所
等
に
お
い
て
は
、
相
談
等
を
通
じ
て
御
指
摘
の
よ
う
な
世
帯
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
に
応

じ
た
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。


